
川西町デジタル地域通貨「ダリヤＰａｙ」利用規約 

 

 川西町デジタル地域通貨「ダリヤＰａｙ」利用規約（以下「本規約」といいます。）は、川西町（以下

「発行者」といいます。）が、株式会社トラストバンク（以下「トラストバンク」といいます。）の提供

するシステムを利用して発行する川西町デジタル地域通貨「ダリヤＰａｙ」（以下「ダリヤＰａｙ」とい

います。）の利用に関し、利用者の遵守事項並びに発行者及び利用者の権利義務関係を定めるものです。

ダリヤＰａｙを利用する方は、本規約及び別途トラストバンクが定める「ふるさとチョイス電子感謝券

及び地域通貨システム利用規約」に御同意いただいた上で、利用するものとしますので、全文を御一読

ください。 

 

 （定義） 

第１条 本規約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める意味を有するもの

とします。 

 （１） 「川西町デジタル地域通貨「ダリヤＰａｙ」とは、発行者が本システムを通じて、利用者に対

して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、利用者が加盟店において地域通貨使用

取引の決済に利用できる別表に定める条件が適用されるものをいいます。  

 （２） 「アプリ型」とは、発行者が発行するダリヤＰａｙの発行形態のうち、本アプリ（利用者）上

の二次元コードと紐づく形で本ＱＲ決済システム上にダリヤＰａｙのポイントが登録され、当該本

アプリ（利用者）上の二次元コードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより、登

録されたポイントの利用が可能となる形態をいいます。 

 （３） 「カード型（チャージ）」とは、発行者が発行するダリヤＰａｙの発行形態のうち、本カード上

の二次元コードと紐づく形で本ＱＲ決済システム上にダリヤＰａｙのポイントが登録され、当該本

カードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより、登録されたポイントの利用が

可能となる形態をいい、利用者がダリヤＰａｙの発行を繰り返し受けられるものをいいます。 

 （４） 「カード型（使い切り）」とは、発行者が発行するダリヤＰａｙの発行形態のうち、本カード上

の二次元コードと紐づく形で本ＱＲ決済システム上にダリヤＰａｙのポイントが登録され、当該本

カードの提示を受けた加盟店が二次元コードを読み取ることにより、登録されたポイントの利用が

可能となる形態をいいます。 

 （５） 「加盟店」とは、発行者から認定を受け、利用者との間で自己が指定した商品等について地域

通貨使用取引を行う個人又は法人をいいます。 

 （６） 「対象商品等」とは、加盟店がダリヤＰａｙの一定のポイントと引換えに利用者に提供するも

のとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。 

 （７） 「地域通貨使用取引」とは、利用者が、加盟店において、発行者から発行を受けたダリヤＰａ

ｙと引換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいいま

す。 

 （８） 「地域通貨取引金額」とは、地域通貨使用取引において決済されたダリヤＰａｙに相当する金

額をいいます。 

 （９） 「地域通貨発行代金」とは、利用者が、ダリヤＰａｙの発行を受けるために、発行者に対して

支払う代金をいいます。 

 （１０） 「本アプリ（加盟店）」とは、加盟店がダリヤＰａｙによる決済、 同決済情報を確認する目



的で加盟店の情報端末上において利用する、トラストバンクが開発し加盟店に提供されるアプリケ

ーションソフトウェア（以下「アプリ」といいます。）をいいます。 

 （１１） 「本アプリ（発行者）」とは、発行者がダリヤＰａｙの発行、管理等の目的で発行者の情報端

末上において利用する、トラストバンクが開発し発行者に提供されるアプリをいいます。 

 （１２） 「本アプリ（利用者）」とは、利用者がアプリ型の地域通貨の発行を受け、利用するために利

用者の情報端末上において利用するアプリをいいます。 

 （１３） 「本カード」とは、ダリヤＰａｙの発行、利用のために発行者が利用者に対し発行する、二

次元コードが掲載されているカードをいいます。 

 （１４） 「本ＱＲ決済システム」とは、トラストバンクが運営管理するダリヤＰａｙを利用するため

の二次元コード決済用システムをいいます。 

 （１５） 「利用者」とは、発行者に地域通貨発行代金の納付を行い、 発行者からダリヤＰａｙの発行

を受け、当該ダリヤＰａｙを利用し、又は利用しようとする者をいいます。 

 （１６） 「個人情報」とは、ダリヤＰａｙの発行又は利用に際し発行者が提供を受けた、氏名、電話

番号、電子メールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別することのできる情報（他の情報と容易

に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。）

をいいます。 

 

（ダリヤＰａｙの発行） 

第２条 利用者は、別表に定める発行場所で、別表に定める発行に関する各種条件に基づき、発行者に対

しダリヤＰａｙの発行を申し込むことができます。 

２ 利用者は、アプリ型のダリヤＰａｙの発行を申し込む場合、本アプリ（利用者）に登録しなければな

らないものとし、カード型（チャージ）のダリヤＰａｙの発行を申し込む場合、発行者所定の利用申

込書に必要事項を記入し、本カードの発行を受けなければならないものとします。 なお、カード型

（チャージ）の利用申込みは、本カードの発行を求める本人もしくは、本人が認める代理人によるも

のとします。 

３ 発行者は、次の各号のいずれかに定める方法により、ダリヤＰａｙを発行するものとします。  

 （１） アプリ型の場合、発行者が本アプリ（発行者）を利用して、本アプリ（利用者）に表示された

二次元コードを読み取り、本アプリ（発行者）に所定の情報を入力し、本ＱＲ決済システム上に同情

報を反映させる方法 

 （２） カード型（チャージ）及びカード型（使い切り）の場合、発行者 が本ＱＲ決済システムを通じ

て生成される二次元コードが掲載されている本カードを利用者に交付し、本カードに表示された二

次元コードを読み取り、本アプリ（発行者）に所定の情報を入力し、本ＱＲ決済システム上に同情報

を反映させる方法 

４ 発行者は、利用者による第１項に基づくダリヤＰａｙの発行の申込みを承諾するときは、利用者に

よる所定の方法による発行代金の決済完了等、別表に定める発行に関する各種条件の範囲内で、速や

かに、前項によりダリヤＰａｙを発行します。ただし、発行者の責によらない通信機器、回線若しく

はコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、ダリヤＰａｙの発行を一時

的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。 

５ 利用者は、発行されたダリヤＰａｙの残高を、アプリ型の場合は本アプリ（利用者）、カード型（チ

ャージ）の場合は、本カード上に表示された二次元コードを本アプリ（加盟店）により読み取る方法、



又はｃｈｉｉｃａサイト上の残高確認専用ページにアクセスし本カードに記載されている会員コー

ドを入力する方法により確認するものとします。なお、カード型（使い切り）の場合は、本カード上

に表示された二次元コードを本アプリ（加盟店）により読み取る方法により確認するものとします。 

 ６ ダリヤＰａｙの発行に要する利用者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利用者が負担するも

のとします。 

 

（地域通貨の使用） 

第３条 利用者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、地域通貨使用取引の決済に利用すること

ができるものとします。 

 （１） 利用者が本アプリ（利用者）上又は本カード上に表示される二次元コードを加盟店に提示し、

加盟店が本アプリ（加盟店）を利用して当該二次元コードを読み取り、当該決済において利用者が使

用を希望するダリヤＰａｙのポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが本ＱＲ決済システム上

で自動的に減算される方法 

 （２） 利用者が本アプリ（利用者）を使用して、加盟店に置かれた二次元コードを読み取り、当該決

済において利用者が使用を希望するダリヤＰａｙのポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが

本ＱＲ決済システム上で自動的に減算される方法 

２ 利用者は、事前に二次元コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ（利用者）、本カード及び

これらに表示される二次元コードの複製物を提示する形でのダリヤＰａｙの利用はできないものと

します。 

３ 利用者は、地域通貨使用取引の完了後、本アプリ（利用者）、本カード上に表示された二次元コード

を情報端末により読み取る方法、その他の方法により、利用残高が正しく表示されていることを確認

するものとします。 

 

 （地域通貨使用取引の取消し等） 

第４条 利用者は、法令に基づき売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行

った地域通貨使用取引を取消し、又は解除することができないものとします。 

 

 （払戻し） 

第５条 利用者は、ダリヤＰａｙの発行を受けた後は、払戻しを受けることはできないものとします。 

 

（利用者の義務） 

第６条 利用者は、本アプリ（利用者）、本カード及びこれらにより表示される二次元コード並びにダリ

ヤＰａｙを善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。 

２ 利用者は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 

 （１） 本アプリ（利用者）、本カード及びこれらにより表示される二次元コード並びにダリヤＰａｙを

複製し、改変し、公衆送信すること。 

 （２） 本アプリ（利用者）、本カード及びこれらにより表示される二次元コード並びにダリヤＰａｙを

偽造し、変造し、又は改ざんするなど、不正な方法により利用すること。 

 （３） 利用者１人が、本アプリ（利用者）及びカード型（チャージ）を併用すること。 

 （４） 利用者１人が、カード型（チャージ）を２枚以上所有すること 。 



 （５） マネーロンダリング、換金目的などで地域通貨使用取引を行うこと。 

 （６） 違法又は公序良俗に反する目的でダリヤＰａｙの発行を受け、又は地域通貨使用取引を行うこ

と。 

 （７） 申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること。 

 （８） その他本規約に反すること。 

３ 前項に規定するほか、ダリヤＰａｙを不正に利用する行為（利用者その他発行者が不適切と判断す

る行為）を利用者が行った場合又はそのおそれ があると発行者が認めた場合、発行者及び加盟店は、

利用者によるダリヤＰａｙの利用を認めない場合があります。 また、利用者が前２項に違反し、本カ

ードを紛失し、その他の理由によりダリヤＰａｙを第三者に利用されるなどして失った場合において

も、発行者は一切の責任を負わないものとします。 

４ 利用者は、本規約に違反したことにより発行者又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額につ

いて一切の責任を負うものとします。 

５ 発行者は、本条に基づき実施した措置により利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わな

いものとします。 

 

 （有効期間） 

第７条 ダリヤＰａｙの有効期間は、別表に定める期間とします。 

 

 （個人情報等の取扱い） 

第８条 発行者は、ダリヤＰａｙの発行又は利用に当たり収集された個人情報を次の各号に掲げる目的

にのみ使用し、その管理、共同使用等について、適切に取り扱うものとします。 

 （１） ダリヤＰａｙの運営及びサービス提供 

 （２） サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析 

 （３） 電子メール等の通知手段による情報発信 

 （４） 利用者からのお問合せ等に対する適切な対応 

 （５） 個人を特定できない形の統計情報としての使用 

 （６） その他上記各使用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的 

２ 利用者は、発行者が本規約に定める事項に係る業務を発行者が指定する第三者に委託する場合にお

いて、発行者及び受託者が必要な措置を講じた上で、御提供いただいた個人情報を受託者に提供し、

受託者が委託業務の範囲内で御提供いただいた個人情報を使用することに同意するものとします。 

 

 （反社会的勢力の排除） 

第９条 利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し

ないことを表明し、保証するものとします。 

 （１） 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他

これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」）であること。 

 （２） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

 （３） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

 （４） 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、



暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

 （５） 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる

関係を有すること。 

 （６） 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること。 

２ 利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証

するものとします。 

 （１） 暴力的な要求行為 

 （２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 （３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 （４） 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を

妨害する行為 

 （５） その他前各号に準ずる行為 

 ３ 発行者は、利用者が前二項に反し、又は反していると疑われる場合、 催告その他何らかの手続を要

することなく、利用者の保有するダリヤＰａｙの残高について、利用資格を取り消すことができるも

のとします。 なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利

用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負わないものとします。 

 ４ 前項の場合、当該利用者の保有するダリヤＰａｙ残高は失効するものとし、この場合において、発

行者は払戻ししないものとします。 

 

 （利用中止） 

第１０条 発行者は、ダリヤＰａｙを適正に運営するために、次の各号のいずれかに該当する場合には、

利用者に対し事前に通知することなく、ダリヤＰａｙの発行及び地域通貨使用取引の全部又は一部を

停止又は中止することがあるものとします。この場合において、利用者はダリヤＰａｙの全部又は一

部を利用することができないものとします。 また、発行者は、利用者が次の各号のいずれにも該当し

ないことを確認するため、発行者が必要と判断する本人確認等の確認を行うことができ、係る確認が

完了するまで、ダリヤＰａｙの発行及び地域通貨使用取引の全部又は一部を停止又は中止することが

できるものとします。 

 （１） 発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等 の障害、災害又は事変等やむ

を得ない事由により、本ＱＲ決済システム を利用することができない場合 

 （２） システムの保守・点検等により、本ＱＲ決済システムを停止する必要がある場合 

 （３） 利用者が本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合 

 （４） 利用者がダリヤＰａｙを違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合 

 （５） キャンペーン等によって付与される特典を不正に得る目的で同一の利用者が二つ以上の本アプ

リ（利用者）又は本カードを利用した場合 

 （６） ダリヤＰａｙの利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合 

２ 発行者及び加盟店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利用者に損害が生じた場合でも、一切の

責任を負わないものとします。 

 

 （本規約の変更） 



第１１条 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者

は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切であると判断す

る方法により、利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者がダリヤ

Ｐａｙを利用した場合には、利用者は本規約の変更に同意したものとみなします。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第１２条 利用者は、発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者

に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。 

 

 （ダリヤＰａｙの発行及び管理に関する業務の終了） 

第１３条 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由

により、ダリヤＰａｙの発行及び管理に関する業務の全部又は一部を終了することがあるものとしま

す。この場合、所定のウェブサイト等において掲載することにより利用者に周知する措置を講じるも

のとします。 

 

 （分離可能性） 

第１４条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行

不能を判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規

定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

 （連絡又は通知の方法） 

第１５条 本規約の変更に関する通知その他発行者から利用者に対する連絡又は通知は、本アプリ（利

用者）又はｃｈｉｉｃａサイト上の適宜の場所への掲示、その他発行者の定める方法で行うものとし

ます。 

 

 附 則 本規約は、令和５年９月２５日から施行する。 

 

  



別表 

 

番号 項目 概要 

１ 名称 川西町デジタル地域通貨「ダリヤＰａｙ」 

２ 発行単位 ポイント 

３ 発行開始日 令和５年１１月１日 

４ 有効期間 発行者が事業ごとに定める期間とする 

５ 発行代金 １ポイントにつき１円とする 

６ 発行上限 発行者が事業ごとに定める 

７ 発行形態 アプリ型、カード型（チャージ）及びカード型（使い切り） 

８ 利用可能店舗 川西町内に所在する加盟店とする 

９ 利用条件 地域通貨使用取引において、地域通貨の残高が不足した場合、利用者は

不足分を現金等で支払うことができる 

１０ 払戻条件 発行者は、地域通貨の払戻は一切行わない 

 

 


